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　ラットを使った検証で、3％や 5％のお酒をずっ

と飲ませた状態で、エコーなどを使い、心臓の機

能を調べている。そうすると、3％では心機能は

落ちていないが、5％でほとんど一日中アルコー

ル漬けの状態になると、心機能は落ちてくる。よっ

て、１合ぐらいは良いが、それ以上飲むと、悪く

なることの速度論的な証拠にもなると思う。

　それから、アルコールが心臓に良くないことを

研究するために、いろいろなことをしたが失敗し

た。そして、気がついたことが離脱である。 　ある時、何もしていないのにラットが急に死ん

でしまった。それはなぜか。お酒が飲めなくなっ

たからだということに気がついた。これが、アル

コール離脱であり、しっかりと実験していくこと

にした。ラットに 49 日間お酒をずっと飲ませた

状態で、それから 1 日間お酒を飲めない状態に

する。それから徐々に断酒させていった状態にな

る。急性離脱すると心不全を起こしてくる。
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　これは心電図を使った研究になるが、交感神経

と副交感神経系がどのくらい機能しているかがわ

かる。急性離脱すると、コントロールに対して非

常に乱れた心電図になり、要するに交感神経系が

急性離脱するときは当然活発化して、落ち着くと

元に戻ることになる。これはカテコールアミンが

関係していると思われ、このカテコールアミンの

生合成酵素のチロシンヒドロキシラーゼを調べて

いくと、急性離脱すると急激に増えている。それ

から、アセチルコリンに関しても調べると副交感

神経系は少し落ちているのがわかる。この急性離

脱の時に何が悪いか、いわゆる突然死にどう関係

していくかということで、調べていく。

　疫学的には、ウィークエンドドリンキングする

と、月曜日に死にやすいということが出ている。

金・土曜日にお酒を飲んで、日曜は控えて、月曜

になるとなぜか突然死が多いという疫学的データ

がある。要するに、お酒を飲めない状態になって、

交感神経が活発化していることの疫学的な証拠で

はないかと言われる。

　ラットでも同様の試験を行うと、お酒を飲んで

いると異常はないが、急な離脱を行わせると、自

然発症的な不整脈が起こってくる。自然発症自体

は 28％とそれほど多くないが、心臓専門の先生

に聞くと、これは多いと言われ、通常、動物では

そうした起きないことが自然に起きるということ

は良いモデルになる。

　エピネプリンを投与した誘発試験を行うと、普

通の動物は不整脈を誘発しても、なかなか死なな

いが、急性離脱した状態では、非常に高い確率で

不整脈を起こし、死んでしまうことがデータとし

て出て来た。
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　それはなぜなのかということで、先ほどの心

電図を用いた自律神経機能の状態や、QT との不

均一性を調べていくと、急激な離脱をした場合に

は交感神経系が非常に活発化し、そこに β ブロッ

カーを投与した動物を使うと、それが治って、コ

ントロールと同じようになる。これは治療的な研

究になるが、交感神経を活発化させなければ、こ

うした不整脈は起こらず、離脱を防ぐことができ

る。

　以上のことから、アルコール性心臓突然死には、

お酒をずっと飲み続けているだけではなく、それ

に急性離脱、飲めないような状態になることも危

険だということになる。

　飲み過ぎによるトラブルで警察で一夜保護され

ている状況や、精神科病院などに強制入院して急

激にお酒が飲めない状況では、不整脈が非常に起

きやすい状態にある。私の教室としては、βブロッ

カーを使うことを提唱している。
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　同じように、アルコールは肝臓にも悪い影響を

与え、このことも研究してきた。アルコール性肝

炎、肝線維症、肝硬変と進んでいく。戦後、日本

と世界は病理学で対立してきた。日本の病理学者

は、お酒をずっと飲むと脂肪肝になり、それから

ごく一部が肝線維症になって、アルコール性肝硬

変になるとしていた。しかし、西洋の病理学者は、

脂肪肝からアルコール性肝炎になって、肝線維症

を起こして肝硬変になることを主張している。つ

まり、病理学総論として、線維化が起こるには炎

症がなくてはいけない、よって先に肝炎があるこ

とが普通であるという考え方である。ところが、

日本の研究者が調べていくと、肝炎を起こさなく

ても、肝線維症を起こしている事実があるという

ことで、対立点が存在している。

　この話は、近年、メタボリックシンドロームや

NASH などの新しい病理系が進んできたことにも

関連してきている。お酒を飲んでいないのに、な

ぜ脂肪肝から肝炎、肝硬変へ進むのかといった考

え方であり、アルコールとの違いがよく議論され

ている。ちなみに、5 ～ 10 年前までは、C 型肝炎、

ウイルス性肝炎が主流であったが、最近は治療法

が確立されてきて、10 年経つと C 型肝炎はなく

なるのではないかと言われている。これから肝臓

病にとって重要になるのが、アルコール性肝硬変

や非アルコール性脂肪肝炎などの病気になってき

ている。

　そうした時代背景の中で、私の教室で最もお金

を使った研究になるが、いわゆる骨髄移植させた

マウス、GFP マウスを使った研究をした。私の妻

との共同研究にもなる。骨髄移植した動物にアル

コールを飲ませ、アルコール障害で骨髄移植した

動物がどうなるかを研究した。私の仮説では、幹

細胞が障害され、骨髄から幹細胞がきて再生され

ることを期待したが、それは見事に外れ、幹細胞

はこなかった。代わりに、JFP という青く光る細

胞がどんどん増えて、お酒をやめると元に戻って

しまうことがわかった。この細胞は、α － SMA と

いう光源を持っていて、線維化である Tgf － β1

を産出している細胞であった。お酒を飲んで骨髄

から来ているのは星細胞（別名：伊藤細胞）で、

繊維化する細胞になる。この細胞が来て、脂肪肝

が起こると同時に線維化も起こっている。よって、

この線維化は骨髄からきた伊藤細胞によるもので

ある。また、偶然であるが、心臓の β ブロッカー

の実験も同時にしており、β ブロッカーによって

脂肪肝も繊維化も治ってしまった。β ブロッカー

によって、肝臓も良くなったということになる。

肝臓が専門の先生方にも驚きがあった。



平成 29 年 11 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1887 号

967

　要するに、交感神経が活性化すると同時に伊藤

細胞がくることが、アルコール障害を起こすこと

と関係してくる。また、この肝臓の障害の初期状

態には交感神経系が関係していて、心臓にも同じ

ように影響していることになる。

　高血圧もアルコール性肝障害の増悪リスクにな

ると言える。

　以上まとめると、お酒をずっと飲むと、交感神

経系が活性化し、心臓の場合は突然死を起こしや

すくなる。肝臓の場合には、星細胞が活性化して

肝臓障害に関係していく。そして、治療として β

ブロッカーが効くかもしれないということを発表

している。

　アルコール臓器障害として、他のものも紹介す

る。

　女性はアルコール性の臓器障害を起こしやす

い。それは、体が小さいために分布容積が小さい

からである。また、本来のアルコール脱水素酵素

は性ホルモンを代謝するために存在し、お酒を飲

むために存在しているわけではないため、人間は、

お酒を代謝するためにアルコール脱水酵素を使っ

ている。性ホルモンの活発化している女性はお酒

に弱いことが多く、アルコール性肝障害を起こし

やすい。例えば、男性が 20 年で肝硬変になる場

合でも、女性は 12 年くらいでかかりやすい。

　以上、アルコールは、アセトアルデヒド、酢酸
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と変化していく。典型的な酒のみは、甘いものが

嫌いと言われている。よって、低脂肪、低糖質の

状態になっていて、ケトン体を作っていたと言え

る。最近のメタボなどにも通じてくるし、少量の

アルコールは良いが多量になると、悪くなってく

ることがこの代謝からも言える。

　アルコールに関する鑑定はよくあり、基本的に

古典的なウィドマークの式を使っているが、現在

2 種類の鑑定方式がある。

　科警研の方式では古典的なウィドマークの式

で γ を使って計算していく。β 値は 0.11 ～ 0.19

であるが、γ 値が問題で 0.6 ～ 0.96 の値で計算

していく。そうすると、図のように幅広い推計値

になってくる。特に、γ 値 0.96 はあり得ないの

だが、この原因が科警研の説明になる。

　同じデータで、溝井先生が出されたものがある。

これは、投与量が増えると β 値が増えるというも
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のである。よって、ウィドマークのように一定値

ではなく、投与量が増えると β 値が増えるという

議論になり、γ 値は 0.66 ～ 0.77 くらいになる。

しかし、トータルで計算すると、なぜか科警研の

γ値が数学的にはこれが正しいと科警研が言って

いる。個人的には矛盾があるところで、そうした

中で、γ 値が 0.78±0.18 という溝井パラーメー

タが出されてきた。

　法医学の伝統で長く使用しているのは、γ では

なく Vd（分布容積）である。研究としては、ア

ルコールは総水分量に溶けると言われている。人

間はおよそ 0.6 ～ 0.7 だと言われている。逆に総

水分量を計算するためにお酒を飲ませて、それか

ら計算しているのが実際として使われるデータに

なっており、0.96 はあり得ないわけである。

　なぜこのようなことが起きたかというと、アル

デヒド脱水酵素の欠損型である、お酒の飲めない

方をデータとして使っていて、そうした方が高い

γ値を出している。とにかく全てのデータを使っ

て数学的に正しいとしているのが科警研のものに

なる。よって、現象論的に、ウィドマークの式で

β値と γ 値の２変数を使っているため自分自身が

数学的に使えなくなってしまっているのが科警研

である。法医学の伝統では、Vd は総水分量だか

らおおよそ 0.6 ～ 0.7 として、生体内利用率を変

化させている。
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　この事例は、体重 64kg の男性がお酒を飲ん

だ場合である。午後 8 時から午前 0 時にかけて、

ワンカップ１杯と焼酎 2 ～ 3 杯飲んだと言って、

夜中 4 時にもう一度飲んで、午前 10 時くらいに

事故を起こし、12 時 55 分に血中濃度を測定し

ている。これは、複雑すぎて科警研では計算でき

ないということで、鑑定の依頼があった。男性は、

追加飲酒したために測定時の値が高いと主張して

いる。ウィドマークの式が使えないため、吸収速

度を使った式で鑑定した結果、追加飲酒しても、

事故を起こした時点では少なくとも血中アルコー

ル濃度は 1.7mg/ml あると言える。実際には、嘘

をついていたことを認め、もう少し高い値だった

と言える。

 

 

　最近の困った事例である。お酒を飲んでから 2

分しか経たずに運転して停車させられている。胃

には入ったが、体に吸収されていないと思われ

る。それから 5 分後に測定すると、北川式検知

管で 0.27mg/l が検出された。血中に換算すると

0.54mg/l 相当になる。ところが、捕まった時点

では胃には入っているが、体には入っていない

と主張して、暗礁に乗り上げている。しかも、北

川式検知管の効能書きには、飲酒後 15 分間は使

用することはできないことが書いてある。そうす

ると、お酒を飲んだ 15 分間は検知管が使えない

ことになっている。警察の測定時間がいい加減で

あったために、結局裁判で負けている。

　そこで、これまでは残留アルコールは無視し

ていたが、お酒を飲んだ後の呼気を細かく調べる

ことを始めた。アルコールは、20％アルコール

100ml を飲んで 1 分後には上がり、アセトアル

デヒドも同様に上がっている。
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　5％前後のアルコールを口に含んだだけでも、

ある程度、値が上がっていく。そこで、除菌して

データを取ると、データの山は低くなった。粘膜

から変化すると思っていたが、口の中の細菌の変

化があり、除菌することでそれが減って、アセト

アルデヒドもできなくなったと思われる。

　逆に、お酒を飲むとすぐに赤くなる人は、口の

中にアセトアルデヒドを作る菌があり、それが、

発がんに結びつくのではないかと思う。

天野座長　現在、消化器の分野では NASH が問

題で、増えてきている。肝臓専門の間では、急に

アルコールをやめると発癌するのではないかと言

われており、心臓も止まるが、肝臓にもある程度

のダメージがある。
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　10 月中旬からめっきりと秋らしくなりました。

今年は例年以上にセイタカアワダチソウの花が目

立つように思います。セイタカアワダチソウは北

アメリカ原産の帰化植物（外来種）で、第 2 次

世界大戦後からその存在が目立ち始めたとのこと

ですが、以前は日当たりの良い空き地を選んで、

すごい勢いで繁殖していました。平成に入り、や

や勢いが衰えていたとのことですが、また勢いを

盛り返してきたのでしょうか。日本ではあまり印

象のよくないこの花は、ケンタッキー州とネブラ

スカ州では州の花、サウスカロライナ州では州の

野生の花、デラウェア州ではハーブとして認定さ

れているそうです。

　9 月 15 日に厚労省が発表した平成 28 年度

の概算医療費の動向によると、医療費の総額は

41.3 兆円で前年度から約 0.2 兆円減少したとの

ことです。C 型肝炎治療薬などの抗ウイルス剤の

薬剤料の減少が主な理由だと説明されています。

確かに抗ウイルス剤の薬剤料は 1,432 億円減少

していますが、28 年度の診療報酬改定が 0.84%

のマイナスだったことも、14 年ぶりの医療費減

少につながったのは間違いありません。特に医科

入院外が 0.4％減（診療所に限ると 0.9％減）と

なったことが影響したことは疑いの余地がありま

せん。来年の改定では、ぜひプラス改定を期待し

たいと思います。

　9 月 8 日（金）に開催された山口県国民健康保

険運営協議会に沖中芳彦 常任理事が出席しまし

た。平成 30 年度から都道府県が国民健康保険の

財政運営の責任を担うことになっています。現在、

市町別の一人あたりの保険料は、最高の周南市

（107,086 円）と最低の上関町（70,782 円）と

で約 1.5 倍の差があります。しかし、被保険者の

保険料の急激な増加を緩和するために ､ 各市町の

医療水準、所得水準、年齢構成等を考慮し、各市

町の負担能力に応じた保険水準となるよう算定す

るとのことで、当面は保険料の統一は見合わせら

れるものの ､ 将来的には統一を目指すとのことの

ようです。規模の拡大により財政基盤は安定する

と思われますが、今後の事務の効率化、保険料収

納率の向上が図れるかどうかが課題となるでしょ

う。

　9 月 9 日（土）に開催した山口県医師会産業医
研修会には 130 名の受講者がありました。私も

受講したかったのですが、同日と翌日の 2 日間

福岡市で開催された認知症サポート医養成研修会

に参加することになったので、受講できず残念で

した。

　さて、その認知症サポート医養成研修会は、今

年度は全国各地で 6 回の開催が予定されており、

福岡市での開催はその第 2 回で、2 日目の最後に

グループワークがありました。私のグループの

多くは九州からの参加でしたが、岡山県津山市と

愛媛県宇和島市からの参加もありました。診療報

酬の中に認知症ケア加算が組み込まれたこともあ

り、最近は病院から郡市医師会を経由して本会に

対して、医師の受講推薦を依頼してくるケースが

増えています。

　9 月 13 日（水）に開催された社会保険診療報

酬支払基金山口支部幹事会に河村康明 会長が出

席しています。福祉医療助成事業の受託を目指し

て関係団体との打合会を開催する予定が報告され

たとのことです。現在は社保の福祉医療助成分に

ついても山口県国民健康保険連合会が受託してい

県 医 師 会 の 動 き
副会長　吉本　正博
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ます。支払基金で受託ということになると、レセ

プト請求の簡易化が図られ、医療機関にとっても

メリットがあると思われます。

　9 月 14 日（木）には山口県医師会地域医療計
画委員会を開催しました。平成 29 年度の地域医

療介護総合確保基金（医療分）について及び第 7

次山口県保健医療計画の策定について、県医療政

策課から説明が行われました。基金の配分がヒト

からモノに重点が置かれる傾向がますます強くな

り、来年度以降、医師会立看護学校への補助金確

保が難しくなってくる可能性が指摘されており、

今まで以上に国に対して強く要請していく必要が

あると思われます。

　9 月 14 日（木）には山口地方合同庁舎で山口

県地域両立支援推進チーム第 1 回会議が開催さ

れ、本会からは藤本俊文 常任理事が出席してい

ます。病気を抱えた人が職場で働き続けられる環

境を整えるための検討を行う会議で、委員の中に

はキャリアコンサルタントの方もいます。なお、

藤本常任理事の説明によると、キャリアコンサル

タントは平成 28 年 4 月から国家資格となったと

のことです。

　山口県専門医制度協議会が 9 月 14 日（木）に

山口グランドホテルで開催されました。地域の医

師偏在が助長されないかなどをチェックし、必要

があれば改善を行っていく仕組みをより強固なも

のとするために、昨年設置された山口県専門医制

度連絡会が協議会と名称変更されるとともに、構

成メンバーも一部変更になっています。本会から

は委員として加藤智栄 常任理事が、オブザーバー

として山下哲男 理事が出席しています。

　9 月 19 日（火）に日医会館で開催された第 2
回都道府県医師会長協議会において、河村会長

が「次期診療報酬改定での『遠隔診療』に対する

拙速な評価の導入は阻止すべき」と題して質問を

行っています。詳細については『日医ニュース』

No.1346 をご参照ください。

　9 月 21 日（木）に平成 29 年度第 2 回花粉情
報委員会を開催しました。測定協力者の定年退職

に伴い、1 測定機関から来年以降の測定を中止し

たいとの申し入れがあり、測定機関数は 20 か所

となります。測定機関の存在しない地域について

は、今後新たな測定機関を探していく必要がある

と考えています。

　9 月 23 日（土）、24 日（日）の 2 日間にわたっ

て山口県緩和ケア医師研修会を開催し、受講者は

18 名でした。既受講者が多くなったこと、がん

拠点病院でも開催されることとなったため、年々

受講者数は減少傾向にあります。e- ラーニング

による研修も可能になるようなので、来年以降は

e- ラーニングによる座学と、1 日のワークショッ

プで研修が終了するよう検討を行うことになって

います。

　9 月 30 日（土）と 10 月 1 日（日）の 2 日間

にわたりホテルクレメント徳島で中国四国医師会
連合総会が開催され、1 日目は常任理事会と分科

会が開催されました。分科会は 3 つに分かれて、

それぞれ医療保険（診療報酬、地域医療構想、基

金 ( 医療分 )、労災・自賠責保険含む）、介護保険（介

護報酬、地域包括ケア、基金 ( 介護分 )、在宅医

療、認知症関連）、地域医療（感染症、救急災害 ( 遺

体検案含む )、勤務医、環境、看護師対策、生涯

教育、医療安全、医療廃棄物、産業医、スポーツ医、

母子保健等）について各県提出の議題と、日医へ

の提言について協議を行いました。2 日目は総会

の後、横倉義武 日医会長による特別講演「日本

医師会の医療政策」と、大南信也 特定非営利活

動法人グリーンバレー理事長による特別講演「神

山プロジェクト～創造的過疎から考える地域創

生～」が行われました。総会では山口県が提出し

た要望「医療事故調査支援における中央と支部の

連携（情報のフィードバック）について」を、中

国四国医師会連合から日医に提出することが承認

され、齋藤義郎 委員長（徳島県医師会長）から

横倉日医会長に要望書が手渡されました。連合総

会の詳細については本号の記事をご覧ください。
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　10 月 2 日（月）に開催された「医療事故調査

制度『管理者・実務者セミナー』」に、本会から

は林 弘人 専務理事と中村 洋 理事が参加しまし

た。医療事故報告における判断についての演習等

が行われています。なお、平成 27 年 10 月から

28 年 12 月までの医療事故報告数は全国で合計

487 件であったとのことです。大都市を有する

東京都周辺、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県が

発生件数が多いようです。

　「県民の健康と医療を考える会」主催の県民公
開講座「超高齢社会をどう生きる！～笑う門には
福来たる～」が 10 月 15 日に山口県 JA ビルで開

催されました。あいにくの雨模様でしたが 160

名の参加がありました。最初に、春雨や落雷師匠

こと安部正之 先生による江戸古典落語「半分垢」

と健康講話「笑って健康 “笑いと免疫力そして・・・

健康”」、その後、山口県が誇るスーパーアスリー

ト 長岡三重子さんの「私は 103 歳、世界最高

齢の現役スイマー～何歳になっても元気ハツラ

ツ～」を、ビデオとご長男の宏行さんから、三重

子さんが水泳に挑戦するに至った経緯や日々の生

活習慣等についての紹介がなされました。会場は

終始笑い声にあふれ、皆さん笑顔で会場を後にさ

れていました。

　何となく優しくて丸みのあるクラリネットの音

が好きだというのは私だけではないと思います。

クラリネットがオーケストラの正式なメンバーに

なったのはモーツァルトの時代ということなの

で、歴史的には新しい楽器ということになります。

クラリネットの名曲というと、モーツァルトの

クラリネット協奏曲イ長調 K.622 とクラリネッ

ト五重奏曲 イ長調 K.581、そしてブラームスの

クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品 115 などが挙

げられます。モーツァルトとブラームスのクラリ

ネット五重奏曲は 1 枚の CD に同時収録されるこ

とが多いようです。モーツァルトのクラリネット

五重奏曲はモーツァルトの死の 2 年前に、クラ

リネットの名手にしてフリーメーソンの盟友アン

トン・シュタードラーのために書かれています。

音楽評論家の吉田秀和 氏は「モーツァルトの五

重奏曲を想うと、『神のようなモーツァルト』と

いう言葉が、つい口元まで出かかってしまう。何

という生き生きした動きと深い静けさとの不思議

な結びつきが、ここにはあることだろうか。動い

ているけれども静かであり、静穏のなかに無限の

細やかな動きが展開されている。」と表していま

すが、まさにその通りだと思います。優美、典雅、

気品、光、影、憂い、優しさ、愛をすべて備え

た天上の音楽としか表現しようがありません。ブ

ラームスのクラリネット五重奏曲も、彼の晩年の

作品ですが、こちらは晩秋の憂愁と諦念の趣きで、

やはり不朽の名作といえると思います。

死体検案数掲載について
山口県警察管内発生の死体検案数

自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Sep-17 25 80 0 0 6 0 3 114

25

80

自殺

00
6

0

3

病死

他殺

他過失

自過失

災害

その他

死体検案数と死亡種別（平成 29 年 9 月分）
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１　平成 30 年度山口県医師会代議員会について
　平成 30 年度の臨時代議員会を平成 30 年 5 月

17 日、定例代議員会を平成 30 年 6 月 14 日に

開催することが決定した。

１　平成 30 年度山口県医師会代議員会の日程に
ついて
　来年度は、本会及び郡市医師会において役員

等の改選期である。本会の選挙代議員会開催日が

郡市医師会の運営にも大きな影響を与えることか

ら、代議員会開催時期等の方針について協議を

行った。

２　第 1 回郡市医師会長会議の意見・要望につ
いて
　各郡市医師会からの予告質問はなかったが、詳

細説明の要望があった「医師会立看護学院（校）

バレーボール大会アンケート調査報告」及び本理

事会で協議した「山口ゆめ花博募金活動」を議題

に加えることが決定した。

３　平成 30 年度施策・予算に関する要望につい
て
　前回理事会での決定内容に、年度当初、厚生労

働省より各都道府県並びに市町にも直接協力要請

がなされた「新生児聴覚検査体制整備事業」につ

いて追加し、要望することが決定した。

４　平成 30 年度地域医療介護総合確保基金に係
る事業提案について
　平成 30 年度県予算の編成に当たり、県から求

められていた地域医療介護総合確保基金事業につ

いて、柳井医師会から提案のあった事業について、

一部修正の上、提出することが承認された。

５　平成 29 年度学校保健連合会表彰について
　山口県学校保健連合会長から標記被表彰候補者

1 名の推薦依頼があり、2 郡市医師会から推薦が

あった候補者について協議し、1 名を候補者とし

て決定した。

６　山口ゆめ花博（第 35 回全国都市緑化やまぐ
ちフェア）募金活動の実施について
　平成 30 年 9 月 14 日～ 11 月 4 日において本県

で開催される「山口ゆめ花博」を盛り上げ、成功

させるために募金活動を実施することが決定した。

１　医事案件調査専門委員会（9 月 21 日）
　病院 5 件、診療所 2 件の事案について審議を

行った。（林）

２　第 2 回花粉情報委員会（9 月 21 日）
　平成 30 年花粉情報システム事業の概要及び平

成 29 年 12 月 10 日（日）に開催する花粉測定

講習会について協議を行った。（今村）

３　第 48 回日本看護学会－ヘルスプロモーショ
ン－学術集会（9 月 21 日）
　山口県看護協会の引受により「維新 150 年、

山口からの発信！住民が『しあわせ』になる地域

づくりの真髄」をテーマに山口市で開催され、開

会式において祝辞を述べた。（河村）

４　第 1 回山口産業保健総合支援センター運営
協議会（9 月 21 日）
　平成 28 年度産業保健活動総合支援事業の実施

理 事 会

－第 13 回－

10 月 5 日　午後 5 時～ 6 時 56 分

河村会長、吉本副会長、林専務理事、弘山・

加藤・藤本・今村・沖中各常任理事、白澤・

香田・中村・舩津・山下各理事、藤野・篠原・

岡田各監事

報告事項

議決事項

協議事項
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状況、平成 29 年度同事業の事業計画及び実施状

況、治療と職業生活の両立支援事業について協議

した。（藤本）

５　男女共同参画部会第 2 回育児支援 WG・保育
サポーターバンク運営委員会合同委員会
                                                            （9 月 23 日）
　保育サポーターバンク利用状況報告の検討、保

育サポーター研修会の内容、危機管理対応の検討

の必要性等について協議を行った。（今村）

６　山口県緩和ケア医師研修会（9 月 23・24 日）
　山口県主催、本会の共催で開催。講義のほかグ

ループ演習、ロールプレイングが行われた。受講

修了者 18 名。なお、平成 30 年度から研修での

ｅラーニングの導入が可能となり、導入について

検討されている旨、報告があった。（弘山）

７　熊本県医師会新会館内覧会・落成記念祝賀会
（9 月 24 日）

　新会館内覧会、竣工祝賀会に出席した。平成

28 年 4 月 14 日に熊本地震が発生したが、4 月

22 日より建設が開始され、鉄骨造一部鉄筋コン

クリート造りの地上 6 階建、建設事業費は約 21

億円。（河村）

８　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（9 月 27 日）

　医科では、新規 1 件（交代 1 件）が承認された。

（河村）

９　第 2 回山口県糖尿病対策推進委員会
（9 月 28 日）

　山口県糖尿病療養指導士講習会の実施状況（修

了試験受験者 143 人、うち 142 人合格）、やま

ぐち糖尿病療養指導士レベルアップ講習会の開

催（11 月 25 日）、世界糖尿病デー（11 月 14 日）

に合わせたライトアップイベント、やまぐち糖尿

病ウォークラリー大会の開催（10 月 1 日）、第 5

回日本糖尿病療養指導学術集会の活動報告等が行

われた。また、県が策定を進めている「糖尿病性

腎症重症化予防プログラム」について協議し、意

見等を踏まえて修正したものを完成版とすること

が承認された。（弘山）

10　第 39 回産業保健活動推進全国会議
（9 月 28 日）

　活動事例報告 2 題の後、日本医師会産業保健

委員会から「ストレスチェック制度の円滑な実施

を目指して」及び「医療機関における産業保健活

動の推進」、厚生労働省からは「病気の治療と仕

事の両立－働き方改革実行計画から－」について

説明・報告並びに協議が行われた。（藤本）

11　日医 大学医学部・医学会女性医師支援担当
者連絡会（9 月 29 日）
　「よりよい男女共同参画を目指して」をテーマ

に開催された。日本医師会長並びに日本医学会長・

日本医学会連合会長の挨拶後、「日医女性医師支

援センターの取り組み」の説明並びに「女性医師

の勤務環境の現況に関する調査」の報告が行われ

た。続いて、2 大学 2 学会（岡山大学、自治医科

大学、日本内科学会、日本外科学会）より取組み

事例の発表が行われた後、意見交換を行った。参

加者は、大学及び学会の関係者、都道府県医師会

の担当役職員等、約 300 名。（今村）

12　中国四国医師会連合常任委員会（9 月 30 日）
　ブロック選出の日本医師会役員から中央情勢報

告、平成 28 年度事業・会計報告の後、医療事故

調査制度における中央と支部の連携、中国四国医

師会連合医事紛争研究会の開催、次期当番県等に

ついて協議を行った。（林）

13　中国四国医師会連合各種分科会（9 月 30 日）
　第 1 分科会：医療保険では、各県における地

域医療介護総合確保基金の取組み状況、消炎鎮痛

等処置の回数等の 9 議題 8 提言、第 2 分科会：

理 事 会
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協議事項

理 事 会

介護保険では、道路交通法改正後の状況、地域包

括ケアシステムにおける多職種連携及び医療・介

護情報ネットワークの活用状況・医師会としての

対応等の 7 議題 7 提言、第 3 分科会：地域医療

では、准看護学校の運営、勤務医の環境改善への

対応等の 9 議題 6 提言について意見交換を行っ

た。（加藤、沖中、藤本、香田、山下）

14　中国四国医師会連合総会（10 月 1 日）
　中国四国医師会連合の平成 28 年度事業・会計

報告が承認された後、横倉義武 日本医師会長に

よる「日本医師会の医療政策」、特定非営利活動

法人グリーンバレーの大南信也 理事長による「神

山プロジェクト～創造的過疎から考える地方創

生～」の講演 2 題が行われた。（林）

15　医療事故調査制度「管理者・実務者セミナー」
（10 月 2 日）

　日本医療安全調査機構からの委託による標記セ

ミナーが日本医師会館において開催された。「医

療事故調査制度の概要」（厚生労働省医政局総務

課医療安全推進室 名越 究 室長）、「医療事故報告

における判断①演習、②整理」（日本医療安全調

査機構）、「調査実務担当者の視点から」（北海道

大学病院医療安全管理部 南須原康行 教授）等の

講演及び演習、質疑応答が行われた。また、医療

事故調査制度施行以降の都道府県別医療事故報告

（発生件数）が報告された。（林）

16　日医第 5 回医療政策会議（10 月 4 日）
　今後の超高齢・少子社会と医療及び社会保障の

財源選択等について意見交換を行った。（河村）

17　広報委員会（10 月 5 日）
　会報主要記事掲載予定（11・12・1 月号）、炉

辺談話、県民公開講座、歳末放談会のテーマ等に

ついて協議した。その後、第 8 回フォトコンテ

ストの審査会を行い、146 作品の応募の中から、

8 作品を表彰作品に決定した。（中村）

18　会員の入退会異動
　入会 2 件、退会 3 件、異動 10 件。（10 月 1 日

現 在 会 員 数：1 号 1,291 名、2 号 866 名、3 号

443 名、合計 2,600 名）（河村）

        

１　平成 29 年度上半期事業実施報告について
　各常任理事より、担当事業の上半期進捗状況と

今後の予定について報告を行い、未実施事業及び

各事業の懸案事項について協議を行った。

２　ホームページのリニューアル（案）について
　第 12 回理事会で協議後に追加・修正をした主

なページのレイアウト等について再協議を行い、

承認された。各項目の詳細な掲載内容等は個別に

確認作業を行い、平成 30 年 1 月に公開する予定。

３　「国民医療を守るための国民運動」の展開に
ついて
　医療関係団体等 40 団体で構成する「国民医療

推進協議会」の第 13 回総会において、「持続可

能な社会保障制度の確立を求める国民の声を政府

に届けること」を目的とした標記国民運動を展

開していくことが承認された。日本医師会より、

11 月 22 日に開催される「国民医療を守るため

の総決起大会」への参加依頼及び各都道府県にお

いての国民運動等展開の依頼があり、本会では、

「県民の健康と医療を考える会」において、12 月

中に活動することが決定した。

－第 14 回－

10 月 19 日　午後 5 時～ 6 時 35 分

河村会長、吉本・濱本副会長、林専務理事、

弘山・萬・加藤・藤本・今村・沖中各常任理事、

白澤・香田・中村・清水・舩津・前川・山下

各理事、藤野・篠原・岡田各監事
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理 事 会

１　労災診療費算定実務研修会（9 月 21 日）
　労災診療費の請求漏れ等を防止し、適正かつ効

率的な請求を期することを目的に、本会と（公財）

労災保険情報センター等の共催により山口市で開

催された。（萬）

２　個別指導「診療所」（9 月 28 日）
　診療所 10 機関について実施され立ち会った。

（萬、清水、舩津、前川）

３　第 61 回社会保険指導者講習会（10 月 4・5 日）
　日医と厚生労働省の共催により「脳血管障害診

療のエッセンス」をテーマに開催され、本会から

4 名の担当役員が参加した。1 日目は、横倉会長

の挨拶に続き講演 6 題、2 日目は、講演 4 題の後、

厚生労働省の講演 2 題が行われた。（萬）

４　郡市医師会特定健診・特定保健指導担当理事
及び関係者合同会議（10 月 5 日）
　関係団体から平成 28 年度の実施結果及び 29

年度の実施状況について報告の後、協議を行った。

また、第 3 期（平成 30 ～ 35 年度）に向けた変

更点、広域連合の健診項目の追加、次年度の標準

単価等について報告が行われた。（藤本）

５　山口大学第 53 回学長選考会議（10 月 5 日）
　山口大学長候補者選考の実施等について協議を

行った。（今村）

６　第 1 回山口県准看護師試験委員会（10 月 5 日）
　平成 29 年度の准看護師試験の実施（案）等の

協議及び平成 28 年度の試験結果について報告が

行われた。（沖中）

７　地域医療構想調整会議：検討部会「下関」
（10 月 5 日）

　第 1 回の回復期・慢性期専門部会が開催された。

県医療政策課から、「平成 28 年度病床機能報告

の結果」、「病床機能報告に係る課題」、不足する

回復期機能を確保するための「医療機能分化連携

推進事業」等について報告の後、意見交換が行わ

れた。（弘山）

８　第 14 回指導医のための教育ワークショップ
（10 月 7・8 日）

　林 弘人チーフタスクフォース他 4 名のタスク

フォースにより、一泊二日の合宿形式で開催した。

参加者は 14 名。（加藤）

９　日医総研セミナー（10 月 7 日）
　「生命倫理について―終末期を迎えるにあたっ

て―」をテーマに開催された。（1）それぞれの

終末期―臨床医からみたラストステージ（澤 倫

太郎 日医総研研究部長）、（2）最期の医療 決める、

伝える（田中美穂 同主任研究員）、（3）終末期医

療の中止の許容性：わが国における関連裁判例の

分析（前田正一 同客員研究員／慶應義塾大学大

学院教授）の 3 講演と質疑応答が行われた。（中村）

10　勤務医部会座談会（10 月 8 日）
　「研修指導医の本音と課題の対応」をテーマに、

県内 6 病院 7 名の指導医において意見交換を行っ

た。（中村）

11　第 1 回山口県高齢者医療懇話会（10 月 10 日）
　山口県後期高齢者医療制度の状況及びデータか

らみた山口県後期高齢者の現状と保健事業につい

て意見交換を行った。（萬）

12　社会保険診療報酬支払基金山口支部幹事会
（10 月 11 日）

　審査業務の集約に向けた実証テストの実施、審

査関係訴訟事件等について報告が行われた。（河村）

13　日医第 6 回社会保険診療報酬検討委員会
（10 月 11 日）

　「次期（平成 30 年度）診療報酬改定に対する

報告事項
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要望書」の報告及び諮問②答申「入院外における

基本診療料のあり方」について審議を行った。（萬）

14　宇部興産中央病院新棟竣工式・祝賀会
（10 月 12 日）

　救急センター、脳疾患治療センター、手術室を

核とした新棟が竣工したことから、祝賀会に出席

した。（河村）

15　男女共同参画・女性医師部会地域連携会議
（10 月 14 日）

　本会男女共同参画部会のワーキンググループの

活動報告、各郡市女性医師部会の現状報告を行い、

その後、意見交換を行った。また、本会が今年度

新たに設置した「男女共同参画推進事業助成金」

の積極的活用を依頼した。（今村、前川）

16　男女共同参画部会第 2 回理事会（10 月 14 日）
　今年度の総会を平成 30 年 3 月 11 日（日）に

開催し、終了後に特別講演「まだまだ知られて

いない臨床法医学の仕事」、特別企画「子どもを

みまもる現場より」を行うことが決定した。その

後、ワーキンググループの活動状況の報告が行わ

れた。（前川）

17　獣医学術中国地区学会歓迎交流会
（10 月 14 日）

　中国 5 県獣医師会の輪番制により、本年度は

山口県担当で標記学会が開催された。歓迎交流会

で祝辞を述べた。（河村）

18　県民の健康と医療を考える会：県民公開講
座（10 月 15 日）
　「超高齢社会をどう生きる！～笑う門には福来

たる～」をテーマに開催された。講演 1 は、医

師で落語家である安部正之 先生（春雨や落雷 師

匠）による江戸古典落語と健康講話「笑って健康

“笑いと免疫力そして・・・健康”」、講演 2 では、

田布施町在住のスーパーアスリート長岡三重子さ

んによる「私は 103 歳、世界最高齢の現役スイ

マー～何歳になっても元気ハツラツ～」が行われ

た。（今村）

19　日本医師会医療安全推進者養成講座講習会
（10 月 15 日）

　「医療機関のガバナンスと医療安全」（新星総合

法律事務所弁護士／一橋大学客員教授 児玉安司

先生）、「第三者が加わる院内事故調査と医療の質

の評価」（奈良県総合医療センター 上田裕一 総

長）、「医療事故の再発防止に向けた提言」（医療

法人財団順和会山王メディカルセンター血管病セ

ンター長 宮田哲郎 先生）の講習及び総合討論が

行われた。（林）

20　「 知 っ て、 肝 炎 プ ロ ジ ェ ク ト 」 杉 良 太 郎、
EXILE ATSUSHI 両氏の知事表敬訪問（10 月 17 日）
　厚生労働省の肝炎総合対策推進国民運動である

「知って、肝炎プロジェクト」の特別参与 杉良太

郎 氏及びスペシャルサポーター EXILE ATSUSHI

氏が山口県庁を訪問し、啓発活動を行った。（河村） 

21　都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡
協議会（10 月 18 日）
　在宅で療養する医療的ケア児が増加する中、地

域包括ケアシステムにおける受け入れ体制の充実

を図る必要があることから、小児在宅ケアを巡る

諸問題について協議するため初めて開催された。

小児在宅ケアを巡る現状と課題、厚生労働省の対

応、医師会の取組みについて報告の後、協議を行っ

た。（弘山）

22　山口大学 COC ＋事業に係る外部評価委員会
（10 月 18 日）

　標記事業における、平成 28 年度実績の評価に

ついて協議が行われた。（今村）

理 事 会
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　格闘技と私

いちょうの木クリニック　木藤　秀章
（吉南医師会報 平成 29 年 7 月号より）

転
載

　私が小学生の時、最も好きなテレビ番組は新日

本プロレスの中継でした。当時、ゴールデンタイ

ムでの放映で、視聴率も 20％を超えていました。

当時は新日本プロレスと全日本プロレスが 2 大

団体で、新日本プロレスのトップは「アントニオ

猪木」、全日本プロレスは「ジャイアント馬場」。

私は「新日本派」でした。中でも、長州力さんの

大ファンで、小学校ではプロレスごっこがはやっ

ていましたが、私はもちろん「長州力役」長州さ

んの魅力は、いかなる相手でも全力でぶつかると

ころでした。長州さんは旧徳山市の出身で、ミュ

ンヘンオリンピックのレスリング代表でした。新

日本プロレスへはエリートとして入門しました

が、先に入門した藤波辰巳選手が優遇されること

多く、これに反発したのが皆様ご存じ「かませ犬」

発言です。（詳しくはノンフィクション作家、田

崎健太さんの『真説 長州力』をご覧ください。）

その後は、とにかく長州さんのとりこでした。

　時は経ち、あるご縁でクリニックの CM にも

出演して頂けることに。当時のイメージとは異な

り本当に謙虚で紳士的な方です。ただ、これまで

経験したことのない「オーラ」があり、何度かお

会いしておりますが、未だに常に緊張しておりま

す・・。（ちなみに長州さんと宮古島に旅行する

プランがありますが、今から緊張しております。）

　長州さんとの出会いがきっかけで多くのプロレ

スラーの方と知り合うことができました。

　中でも仲良くして頂いているのが、元横綱、曙

太郎さん。曙さんは本当に優しい方です。

　2 年前に開院 5 周年に地域の方々への感謝の気

持ちを込めて、もちまきをしようとしたのがきっ

かけで、もちまきの前にプロレスの試合をするよ

うになりました。

　今年の 5 月に曙さんとタッグを組んでボブ・

サップさんと試合をする予定でしたが、体調不良

にて実現できませんでした。4 月にお会いした時

にはサップ戦に向け、いろいろと作戦を練ってお

りましたが・・。次回は曙さんとタッグを組んで、

サップさんと試合したいと考えております。

　さて、私の格闘技歴ですが、高校生まではプロ

レスごっこのみ。大学に入り、大山総裁の極真空

手に入門しました。（山口道場に通っていました。

当時の指導者は現在、山口市内で「山口有永道場」

の師範をされている、有永浩太郎先生でした。）

強さに憧れ、入門しましたが、本気でパンチ、キッ

クありの極真空手は痛いし、怖いし・・。という

わけで医師になってからはマラソンの道へ。

　その後、超ラッキーなことに、長州さんとの出

会いがきっかけでプロレスのリングに上がる機会

ができました。これまで３試合（5 周年、6 周年、

7 周年）を行いました。１戦目は西口プロレスの

「見た目が邦彦」選手。２戦目は曙さんとタッグ

を組んで、菊タロー選手、藤田ミノル選手と。３

戦目は今年の５月に藤原喜明選手、藤田ミノル選

手とタッグを組んで、ボブ・サップ選手、菊タロー

選手、ブラック・タイガー（NOSAWA 論外）選手と。

試合はいずれも勝利しました。よく聞かれるのが、

「本気？」ということ。さすがに僕以外は皆さん、

プロレスラーなので手加減はあると思いますが、

基本的には「ガチ」です。蹴りやエルボーなどは

本当に効きます。（翌日はアザだらけ・・）その

ため、柔道道場で受け身の練習やウエイト・トレー

ニングは充分に行って試合に臨んでいます。

　試合を見に来ていただいた方に喜んでもらうこ



平成 29 年 11 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1887 号

981

　私の幼い頃のヒーローはタイガーマスクでした。デパートの屋上であったタイガーマスクショーを
見に行って、興奮したのか、帰宅してから風呂敷をマント代わりにし遊んで、はずみで襖に穴を開け
怒られたのをよく覚えています。最近ではプロレス中継も少なくなりさみしい限りですが、木藤先生
の記事を拝見して、ボブ・サップ選手との試合を見に行きたくなりました。木藤先生、頑張れ！
　　　                                                                                                    　　   [ 広報委員　津永　長門 ]

○推薦者のコメント○

とはもちろんですが、私自身が心から楽しんでお

ります。今年は約2,000人の方が来られましたが、

このような状況でプロレスができる喜びは計り知

れません。本当に最高です。地域の方に喜んで頂

き、自分自身も最高な経験ができる、こんな幸せ

な時はないと思います。

　現在、次戦に向けてトレーニングを開始してお

ります。今年は、110Kg の菊タロー選手を「ボ

ディースラム」、「ブレーン・バスター」で投げま

した。次回は 200cm、145Kg のボブ・サップ選

手を投げたいと本気で考えております。これから

１年、次戦に向けて全力で頑張りたいと思います。

もしお時間がありましたら、見に来ていただけた

らと思います。恐らく、予想よりも楽しいですよ！

  6 周年イベント▲
▼

▲

▼ 7 周年イベント
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　毎年、10 月中頃からシベリアからの北西の風

に乗って多くの鶴が出水に渡って来る。実際に出

水に鶴を見に行ってみると、一万羽以上の鶴に圧

倒されてしまう。この数の多さは一体何なんだろ

う？何を表しているのだろう？あれこれと考え悩

んでいた。

　そうだ！これはシベリアで亡くなった日本軍捕

虜の数ではないのか。

　８月９日、突然、満州にソ連軍が侵攻し、その

後、多くの日本兵がシベリアに捕虜として抑留さ

れた。モスクワには 76 万人分の捕虜の資料があ

ると聞く。ヤルタ会談にて戦後賠償としての役務

を行わせることが合意され、スターリンはそれを

受けて、50 万人の日本軍捕虜に強制労働を命じ

た。ソ連政府はそのうちの 4 万 1 千人の死者名

簿を作成し、日本側に引き渡していると聞く。一

説には抑留者の約 1 割、6 万人が死亡したとの説

もある。ソ連政府は日本軍捕虜に対して、ソ連兵

と同じ食事、同じ羊の皮で作った寝袋を与えるな

ど同じ待遇にしたので、虐待ではないとの主張が

国際的に認められた。しかしソ連兵は労務の監督

者であり、労働は行っていない。食事量が同じで

は日本兵の体力が持たないのは明らかである。し

かもソ連兵はシベリアの現地人であり、極寒の生

活になじんでいる。日本軍捕虜は、マイナス 30

度以下になる極寒のシベリアでの森林伐採や炭鉱

作業などの過酷な労働生活で凍傷等に耐えきれな

い者が続出したことは想像に難くない。抑留者の

強制労働で豊富な資源が眠るシベリアの開発が推

し進められた。

　山口県出身の著名な画家である香月泰男 氏も

シベリア抑留の体験を綴っている。「私は必ず生

き延びてやろうと思った。私は生きることに貧欲

だった。生きるためには妥協もした。スターリ

ンへの忠誠を競い合い、ゴマもすった。争いもし

た。」生き延びて日本に帰国しても、過酷な状況

に置かれ、日本の土を踏むこともなくシベリアの

土となった戦友の貌が浮かんで来ると語られてい

る。香月氏の絵画には不戦の強い想いが塗り込め

られている。

　ソ連崩壊後にロシア政府のエリツィン大統領

（当時）は非人間的行為として謝罪の意を表して

いる。

　遺骨収集事業に関して、DNA 鑑定により 2010

年までに 826 名の身元が特定されているが、遺

族に引き渡されていないと聞く。シベリアの地を

訪れる人もなく、シベリアで無念の死を遂げ、眠

る人々の遺骨の収集は進んでいない。

　あれこれ思いを巡らせていると、いくら魂が軽

いと言ってもすべての魂を極寒のシベリアから暖

かい鹿児島の地に運んで来るには、一万羽以上の

鶴でないと無理なことに想いが馳せた。その瞬間、

「シベリアの御霊帰り来　鶴に乗り」の句がひら

めいた。

　この句が新聞に載った。それを読まれた老婦人

が突然、大粒の涙を流された。ビックリしてその

理由をお聞きした。「私の兄はシベリアで戦死し、

今も永久凍土の中に埋葬されていると聞いていま

す。何とかシベリアに行って、お骨だけでも日本

へ持ち帰りたいとの願いはありますが、非力なた

々飄
広 報 委 員

石田　　健

出水の鶴
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めにこの数十年間何も出来ず申し訳ないと思って

いました。でも、鶴が極寒のシベリアから暖かい

出水に兄の魂を毎年運んでくれていることに気付

き、うれし涙が出ました。」と仰った。　

　このようなすばらしい俳句の読み手に会えて、

私もうれしく、また、感動を分けてもらった。

　香月氏の作品は抑留死した戦友の思いを絵筆に

託し、その絵には不戦の強い思いが込められてい

る。

　私もこの句で偶然にも俳句を通じて平和への思

いが表現できたことに驚き、これからも表現でき

るようになればと思っている。

日医 FAX ニュース

2017 年（平成 29 年）10 月 27 日　2649 号
■　第 48 回衆議院議員選挙の結果を受けて

■　診療報酬「２％半ば以上」マイナスを

■　価格引き上げへの懸念が再燃

2017 年（平成 29 年）10 月 24 日　2648 号
■　「適正処方の手引き」を作成

■　「小児在宅ケア担当理事連絡協」を開催

■　補助率削減見直しと高額薬引き下げを

■　風しん特定感染症予防指針改定を了承

■　咽頭結膜熱、過去５年で「かなり多い」

■　定点当たりインフル報告数、微減で 0.17

2017 年（平成 29 年）10 月 20 日　2647 号
■　「通院・精神療法」の評価見直しで議論

■　小児在宅ケア、地域医師会が連携を

■　「ジュネーブ宣言」改訂版を採択

■　レセソフト「ORCA」をクラウド化

2017 年（平成 29 年 ) 10 月 17 日　2646 号　
■　横倉会長が第 68 代世界医師会長に就任

■　「科学的介護」に向けエビデンス収集へ

■　ロボット技術活用、介護業務支援追加

■　一般病院の経常利益率 0.7％に減少

■　医業収支差額の総数平均悪化

■　定点当たりインフル報告数、横ばい

2017 年（平成 29 年）10 月 13 日　2645 号
■　多職種連携「顔の見える関係が重要」

■　「妊産婦の外来管理評価」新設へ

■　「物から人へ」「財源論」など求める声

■　都道府県に「医師確保計画」

2017 年（平成 29 年）10 月 6 日　2644 号
■　重点課題に地域包括ケアシステム構築

■　医療用麻薬 30 日延長案、診療側は慎重論

■　回復期「大幅不足の状況にない」

■　遠隔診療、活用推進には実態把握を

2017 年（平成 29 年）10 月 3 日　2643 号
■　普及・啓発資料を作成、11 都道府県など

■　企業に資金提供の公表義務付け

■　衆院解散、厚労省提出法案 4 本が廃案に

■　消費税増税分の使途「しっかり説明」

■　「震災」特例措置、18 年３月末まで延長

■　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、連続増加

2017 年（平成 29 年）9 月 29 日　2642 号
■　世代型社会保障「社会の安定に寄与」

■　介護人材の処遇改善をさらに推進

■　ムンプスワクチン、積極的な接種を

■　日本脳炎ワクチン不足で緊急措置へ

■　事務作業補助加算の要件緩和に意欲
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日　時　　平成 29 年 12 月 3 日（日）13：00 ～ 16：50
会　場　　山口県医師会 6 階 会議室
対　象　　医師会員・学校医・養護教諭等学校関係者
参加費　　無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開　会　　　　　　　　　　　　　 　　 　　
挨　拶　　　　　　　　　　　　　 　　    
■学校医研修会　13：00 ～ 14：30

（1）学校における食物アレルギー対応
山口県立総合医療センター小児科診療部長　長谷川真成

（2）成長曲線の注意点と活用
山口大学大学院医学系研究科 医学専攻小児科学講座助教　福田　　謙

■山口県医師会学校医部会総会　14：30 ～ 14：50

■予防接種医研修会　14：50 ～ 15：50　
　　予防接種をされるすべての先生方へ
　　　−予防接種ガイドライン 2017 年度版を活用する−

下関市立市民病院小児科部長　河野　祥二

■学校心臓検診精密検査医療機関研修会　15：50 ～ 16：50
　先天性心疾患術後児童生徒の学校における実態と課題
　　　　　　　　　　　　　　～学校心臓検診の結果より～

山口県医師会学校心臓検診検討委員会委員長　砂川　博史

閉　会

単　位
・日本医師会生涯教育講座：3 単位

  カリキュラムコード未定

山 口 県 医 師 会 学 校 医 研 修 会
山 口 県 医 師 会 学 校 医 部 会 総 会　

平成 29 年度

山 口 県 医 師 会 予 防 接 種 医 研 修 会　
学校心臓検診精密検査医療機関研修会
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　平成 28 年 11 月に四国八十八カ所お遍路を始めた。１番札所から回る順打ちで、何回かに分

けて回る区切り打ちの歩き遍路をしている。現在、23 回歩きに行って、発心の道場（徳島）、修

行の道場（高知）を終え、菩提の道場（愛媛）に入り、40 番札所を通過した。歩いた総距離は

約 660km。恐ろしいことに、下関駅から名古屋駅までの距離にあたる。最初は一回に 10km 程

が精一杯であった。神山町を通る 12 番から 13 番は 20km 以上あるので、単なる歩きではとて

も持ちそうにない。気が遠くなる思いをしていると、神山町は枝垂れ桜が有名で、消費者庁が移

転して来るかもしれないことが分かり、桜を見ながら、こんな山奥に消費者庁か、と気を紛らし

ながらなんとか歩けた。この度の中国四国医師会連合総会で神山町の創生についての特別講演が

組まれていて、懐かしく思い出した。今までの最高の思い出は、ダルマ朝日が見えたことである。

23 番から 24 番の室戸岬までの距離は 75km で３回に分けて歩いたが、札所が無い歩きの日が

生じる。前の晩、突然、朝日を見ながら歩こうと思い立ち、午前５時過ぎから歩き始めた。東の

空を見ながら歩いていると、小型トラックが止まり、おじさんが大きなカメラと脚立を持って歩

いて来て、目の前でセットし始めた。「何を撮るのですか」と聞くと、「日の出を撮る」と言われ

る。6 時 31 分に出るという。毎日１分ずつずれて、場所もずれていくとのこと。あと 10 数分、

時間があったが、お付き合いすることにした。東の空の海の上は灰色になっていたので、灰色の

上に、太陽が上がって来るものと思っていた。おじさんが「出た」というので見ると、灰色の部

分と海の間に真っ赤な太陽が頭を出してきた。徐々に大きくなると、溶鉱炉の中の鉄のようにド

ロドロした感じの鉄球に見えた。上昇を続けると海面にも反射して、ダルマ状に見えるようになっ

た。おじさんによると２年に１回くらいしか見えないものだとのこと。トンネルに入る直前のと

ころであったので、なんと運の良いことであったかとおじさんに感謝するとともに、お遍路巡り

に感謝した。

　感動の出会い生み出す遍路かな　

　（理事　山下　哲男）

編集
後記

謹 弔
次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

児　玉　　　健　　 氏　　岩国市医師会　 ９ 月28日　享　年　84

古　谷　浩　司　　 氏　　徳　山医師会　 10 月 ６ 日　享　年　87
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